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ち

【
母
な
る
大
地
・
ア
フ
リ
カ
を
訪
ね
て
（
3
）】

　
４
回
に
亘
っ
て
「
母
な
る
大
地
・
ア
フ

リ
カ
を
訪
ね
て
」
を
連
載
し
て
い
ま
す
。

平
成
３
年
に
ア
フ
リ
カ
の
ケ
ニ
ア
を
自
然

探
訪
し
た
と
き
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。

【マサイ・マラ動物保護区】

　
２
月
の
交
流
会
は
26
日
（
日
）
に
、
上
天
草
市
へ
日
帰
り
交

流
会
を
実
施
、
男
女
合
わ
せ
て
10
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
交
流
会
後
に
行
っ
た
参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
、「
参
加
者
同
士
の
会
話
の
時
間
が
も
っ
と
ほ
し
か
っ
た
。」

と
い
う
積
極
的
な
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
、
会
場
へ
着
い
て
か
ら
昼
食
を
挟
む
全
て
の
時

間
を
、
フ
リ
ー
タ
イ
ム
に
す
る
と
い
う
試
み
を
行
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
参
加
者
同
士
の
会
話
が
い
つ
も
以
上
に
弾
み
、
笑
い

声
が
最
後
ま
で
聞
こ
え
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
楽
し
そ
う
な
会

話
が
、
お
互
い
の
心
の
距
離
を
、
さ
ら
に
縮
め
て
く
れ
た
よ
う

に
感
じ
た
交
流
会
が
で
し
た
。

　
山
都
町
だ
け
で
な
く
全
国
の
市
町
村
で
、
少
子
化
や
後
継
者

不
足
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
婚
活
事
業
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、「
山
都
町
の
Y
O
U
&
Y
O

U
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
。」
と
い
う
参
加
女
性
の
声
は
、
と
て

も
う
れ
し
く
感
じ
ま
す
。
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
が
、

女
性
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

男
性
参
加
者
と
事
務
局
と
が
同
じ
想
い
で
考
え
な
が
ら
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

　
Y
O
U
&
Y
O
U
で
は
引
き
続
き
、
町
内
在
住
の
男
性
、
そ

し
て
町
内
・
町
外
の
女
性
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
幸
せ
へ
の
ト
ビ
ラ
を
Y
O
U
&
Y
O
U
で
開
き
ま
し
ょ

う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
フ
リ
カ
で
の
自
然
探
訪
の
旅
が
始

ま
っ
た
。
ア
ン
ボ
セ
リ
国
立
公
園
、
マ
サ
イ
・
マ
ラ
動
物
保

護
区
、
ナ
ク
ル
湖
国
立
公
園
、
ケ
ニ
ア
山
国
立
公
園
を
訪
れ
た
。

移
動
距
離
は
３
５
０
０
Ｋ
ｍ
を
越
え
た
。
マ
サ
イ
・
マ
ラ
で

は
四
泊
、
ナ
ク
ル
湖
で
は
一
泊
キ
ャ
ン
プ
を
し
た
。
ア
フ
リ

カ
の
大
地
に
テ
ン
ト
を
張
り
寝
泊
ま
り
す
る
の
だ
。
夜
、
焚

き
火
を
囲
ん
で
、
遠
く
に
ラ
イ
オ
ン
な
ど
の
野
生
動
物
の
声

を
聞
き
な
が
ら
、
時
間
を
忘
れ
て
ア
フ
リ
カ
で
の
感
動
を
語

り
合
っ
た
。
毎
日
が
驚
き
の
連
続
で
話
題
が
尽
き
な
い
。

　
特
に
マ
サ
イ
・
マ
ラ
で
は
獲
物
に
忍
び
寄
る
ラ
イ
オ
ン
の

姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
早
朝
サ
フ
ァ
リ
に
出
か
け
た
時
の
こ

と
だ
っ
た
。
車
で
し
ば
ら
く
走
る
と
、
あ
る
一
点
を
見
て
い

る
シ
マ
ウ
マ
の
群
れ
が
い
た
。
ヌ
ー
た
ち
も
何
か
落
ち
着
き

が
な
い
。「
も
し
か
す
る
と
。」
と
、
シ
マ
ウ
マ
の
見
つ
め
る

先
を
双
眼
鏡
で
見
た
。「
ラ
イ
オ
ン
だ
。
数
頭
い
る
。」
私
た

ち
が
車
で
ラ
イ
オ
ン
た
ち
の
方
へ
近
寄
り
始
め
た
時
、
一
頭

の
メ
ス
ラ
イ
オ
ン
が
私
た
ち
の
車
の
前
を
横
切
っ
て
シ
マ
ウ

マ
の
群
れ
の
後
ろ
に
回
り
込
ん
だ
。「
狩
り
だ
。
始
ま
る
ぞ
。」

私
た
ち
も
緊
張
し
た
。
シ
マ
ウ
マ
の
群
れ
は
危
険
を
感
じ
た

の
か
移
動
を
始
め
た
。
そ
し
て
ヌ
ー
の
群
れ
も
そ
れ
に
続
い

た
。「
ど
う
や
ら
狩
り
は
失
敗
ら
し
い
。」
私
た
ち
は
さ
ら
に

車
を
進
め
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
次
号
に
続
く
）

　熊本県の地域共有の貴重な資源で
ある、地下水の水質・水量の問題発
生を未然に防止するため、事業者、
県民、行政が協力し、地下水を守る
ことが必要です。

　改正点
(1) 地下水を「公共水」として位
置付けます。

(2) 対象化学物質の使用の抑制等
を努力義務とします。

(3) 水質事故時の公表について規
定します。

(4) 対象事業場等の施設の定期点
検・整備を努力義務とします。

(5) 硝酸性窒素等汚染対策の推
進を規定します。

(6) 一定規模以上の地下水採取に
対し許可制を導入します。

（重点地域（熊本地域を想定）:
揚水機本体の吐出口の断面積
が 19 ㎠（直径約 5cm）超、
重点地域以外の地域 : 同
125 ㎠（直径約12.6cm）超）

(7) 重点地域内で吐出口の断面積
が 19 ㎠を超える自噴井戸に
よる地下水採取に対し届出制
を導入します。

(8) 地下水採取の届出期限を現行
の地下水採取の 7 日前から
30日前に見直します。

(9) 許可対象者に節水・水利用合
理化の取組みを求めるなど地
下水の合理的な使用に関する
対策を規定します。

(10) 許可対象者に地下水採取量に
応じた涵養対策を求めるなど
地下水の涵養に関する対策を
規定します。

(11)地下水採取の許可制導入等に
伴い罰則を追加します。

(1)～ (5) の項目は平成２４年４月１日
から施行されています。
(6)～ (11) の項目は、平成２４年１０
月１日からの施行が予定されています。
　条例改正に伴う具体的な手続きにつ
いては、今後、説明会が開催される予
定です。

熊本県地下水保全条例の
一部が改正されました

問い合わせ先：

熊本県環境生活部環境局
TEL：096-333-2272（直通）
FAX：096-383-0314
HP：http://www.pref.
　　kumamoto.jp/soshiki/
　　48/chikasuijoureikaisei.
　　html

平成２４年度　国家公務員採用試験（院卒者・大卒程度試験）日程
●総合職試験（院卒者・大卒程度試験）
【受付期間】・インターネット　４月２日（月）～９日（月）
　　　　　・郵送または持参　４月２日（月）・３日（火）
【第１次試験】４月２９日（日）
●一般職試験（大卒程度試験）
【受付期間】・インターネット　４月１０日（火）～１９日（木）
　　　　　・郵送または持参　４月１０日（火）・１１日（水）
【第１次試験】６月１７日（日）
●皇宮護衛官●法務省専門職員●財務専門官
●食品衛生監視員●労働基準監督官●航空管制官
【受付期間】・インターネット　４月２日（月）～１２日（木）
　　　　　・郵送または持参　４月２日（月）・３日（火）
【第１次試験】６月１０日（日）
※受験資格は試験ごとに異なります。インターネットで確認するか、お問い合わせください。
※受験申込を希望される方は、インターネットでの申込をお願いしています。
　環境が整っていない方は、問い合わせください。
問い合わせ先
人事院九州事務局　第二課試験係
〒８１２―００１３　福岡市博多区博多駅東２－１１－１
電　話０９２－４３１－７７３３
ＦＡＸ０９２－４７５－０５６５
ＨＰ「国家公務員試験採用情報ナビ」http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

１　受験資格
⑴　昭和５７年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた方
⑵　平成３年４月２日以降に生まれた方で、次に掲げる方
　①　大学を卒業した方及び平成２５年３月までに大学を卒業する見込の方
　②　人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める方　
２　試験の程度
　　大学卒業程度
３　申込方法及び申込受付期間
　⑴　インターネットによる申込み（原則）
　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレス（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
　　をご利用ください。
　　　申込受付期間は、４月２日（月）から１２日（木）まで（受信有効）
　⑵　郵送又は持参による申込み（※インターネットによる申込みができない場合に限る）
　　　申込用紙は、熊本国税局及び熊本東税務署に備え付けています。
　　　申込受付期間は、４月２日（月）から４月３日（火）までの通信日付印有効。
４　第一次試験日
　　６月１０日（日）
５　受験申込先
全国の各国税局及び沖縄国税事務所
希望する第一次試験地により申込先が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先
①人事院九州事務局（電話０９２―４３１―７７３３）
②熊本国税局人事第二課試験研修係（電話０９６―３５４―６１７１）
③熊本東税務署（電話０９６－３６９－５５６６）※自動音声案内

国税専門官採用試験　受験者募集

森林の所有者届出制度が４月からスタートします

問い合わせ先　役場　農林振興課　林政係（７２―１１３６）

☆
２
月
交
流
会
紹
介
☆

　森林法改正により、今年４月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ

の事後届出が義務付けられました。

■届出対象者
　個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、

面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土

地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間
　土地の所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地のある市町村の長に届

出をしてください。

■届出事項
　届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移

転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書

類として、登記事項証明書（写しも可）又は土地売買契約書など権利を取得したこ

とが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは所有者となった土地がある市町村役場林務担当までお問い合わせください。


